
ｰ

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

大阪地裁管内
4曲⑨上本

一

壁ノ l跳荊

処
理
区
分

■二万 董可■ ユ ー

鑑 決 結 果
番 盃 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
豚
不
当

不起誘相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、
ｌ
ｊ
ｊ

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
樋
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送

△
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以

内

一

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

2

回

３

回

4

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証

､人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
脈
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
劃
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
､…

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
．
年
を
超
え
る
も
の

人
員

4 23 22 112 116 10 1 261 1 1 6 1 1 8 2 299 11 130 87 71 282 5 3 9 1 3 6 32 4

備
考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳
9

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



、

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

大阪地裁管内

(鍛刑一）
生ノ I玩揖人員jの1番盃状況lの各柵Z

処
理
区
分

辱 奮 八 画

躍 決 結 果
審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
豚
不
当

不起瞬相当

起
脈
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審壷打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

今
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

２

回

３

回

４
．

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
．
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
劃
下
、
．
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
､ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
・
以
内

一
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 7 14 25 3 49 2 2 52 5 17 30 52 1 5 1

傭．

考

未済事件のうち・審査期間が1年を超える事件の原因等内訳
も

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

大阪地裁管内
夫晦鍾一蜂容垂奉今

生ノ I畦討

－

処
理
区
分
。

匡了 ＝ 瓜 局

躍 決 結 果
番 盃 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
豚
相
当

不
起
脈
不
当

不起斫相当

起
読
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
．
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、
－
１
Ｊ
〃

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
楕
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

今
ロ

計

審壷期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

一
年
以
、
内

一
年
を
超
え
る
も
の

〃

会畿回数

1

回

２

回

３

回

４

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
．
察
官

申

立

人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
斫
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
・
相
当

申
立
茸
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
､ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

3 7 3 50 13 6 1 73
83 54 15 14 70 4 9 3 6 5

●
傭
考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳 一

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

大阪地裁管内
大阪第三検察審査会

(簸刑一）

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員jの欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 濟 A 巳

議 決 結 果
審 査 状 況（第2段階の審査率件を含む）

起
．
訴
相
当

不
起
解
不
当

不起訴相当

起
斫
猶
予

嫌
疑

不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
、
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、
ロ
ー
Ｊ

ノ

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
播
な
し

再
度
の
申
立
↑
て

そ
の
他

、
１
Ｊノ

計

移
送

〈
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
・
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

２

回

３

回

４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
脈
不
当

不
起
読
相
当

申
立
却
下
、
移
送
）

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 5 12 36 53 1 1 2 56 1 43 11 1 56
8

傭

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内駅

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

大阪地裁管内

大阪第四検察審査会

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する｡

、

処
理
区
分

畦 掻 人 日

議 決 結 果
審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
所
不
、
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し〃

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
・
存
在

申
立
權
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

今
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

｜
年
を
超
え
る
も
の

会蟻回数

1

回

２

回

3
〃。

回

４

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
・
・
察
官

申
立
・
人

被
疑
者

狂
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
､ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 12 4 13 37 54 1 1 3 3 1 72 5 14 14 39 69 3
4 、 1

備
考

未済事件のうち．審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

一

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



ー

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

大阪地裁管内
堺検察審査会

(簸刑一）

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄はj法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 目

議 決 結 果 ． 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相

当

不
起
脈
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

、
０
Ｊ
。
〃

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

１
０
Ｊノ

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
楢
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送

谷
口

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

２

回

３

回

４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

鉦
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
誘
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
､ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

｜
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 3 19 5 ・ 1 28 1 1 30 2 11 17 30
5 2

傭

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病
■

事案複雑 その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

大阪地裁管内
岸和田検察審査会

(注） 「既済人員」の「審査状況jの各欄及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

畦 済 ．人 邑

議 決 結 果
審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
瞬
不
当

不起訴相当

起
所
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
．
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
楠
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

一

-年

以

内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

２

回

３
回

４

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

鉦
人

助
言
者

，審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
､ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人

貝

1 4 4 1 6 6 5 1
5

備
考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

京都地裁管内

集計表

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

耽 済 人 目

議 決 結 果
審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
脈
不
当

不起訴相当

起
所
猶
子

嫌
疑

不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
・
の
取
下
げ

そ
の
他

、
Ｉ
Ｊ
Ｊ

計

申立却下

不
起
読
処
分
の
不
存
在

申
立
横
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会畿回数

1

回

２

回

３

回

４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

現
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
所
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
劃
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、…

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 4 3 17 7 2 29 1 1 2 1 1 2 38 3 5 23 6 1 22 9 6 1 1 17

備
考

未済率件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

6 ｡

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

京都地裁管内

生ノ I畦預 刀1番食状況」の谷欄及びI未済人員I C

処
雲
区
分

嘩 港 A 畠

躍 決 結 果
審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
豚
相
当

不
起
誘
不
当

P

不起訴相当

起
訴
猶
子

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

、
日
日
ロ

ノ
マ

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、
ｌ
ＪＪ

計

申立却下 ．

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
梅
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

今
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

２

回

３

回

４

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
ゞ
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
斫
相
当

不
起
脈
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
劃
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
､ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

9 5 2 16 1 I 17 1 2 12 1 。
■
凸
●

16 1
12

傭

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

京都地裁管内

～

座） l届 のI審査状況lの各梱囲 ヨI UJ掴6江一潅箪41垂〃、ワ的

処
理
区
分

唾 浩 八 局

躍 決 ・結 果
、一

審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
脈
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
子

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
横
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

今
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

２

回

３

回

４

回

５

回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被

疑

者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
脈
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送
）

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 3 7 7 1 I 1 1 2 14 2
口

2 5 5 6 3 5 1 5

､鯛

考

未済事件のうち，

● ﾛ
の

審査期間が1年を超える事件の原因等内駅

巳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

京都地裁管内

＝

生ノ I耽沿 臼」の欄は．法箪41条のクロ

処
理
区
分

軍 港 八 画

譲 決 結 果
審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起解相当

起
訴
猶
子

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の

グ

他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、
ｌ
ｊノ

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
櫓
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

、
０
Ｊノ

計

移
送

合

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以

内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会譲回数

１

回

２

回

3

回

４
．

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
解
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

一
ハ

ー

月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 1 2 3
4 1 3 3 1

備
考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他■

(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

京都地裁管内

寺 守

（般刑一）
生ノ I跳済人員」のI審査状況」の各欄Z

采のzの規定による審蚕毒開始I＝弁璽化

処
理
区
分

唾 港 ハ ニ

・ 議 決 結 果
審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
所
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
・
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
桶
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

今
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

１

回

２

回

３

回

４

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
・
疑
者

証

人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
脈
不
当

不
・
起
，
訴
相
当

申
立
劃
下
、
移
送
）

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

3 3 3 3 3

備
考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

神戸地裁管内

生ノ I既梱

処
理
区
分

嘩 浩 A 畠

霊 決 結 果
審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
豚
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、
Ｉ
ｊノ

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
梅
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
・
送

〈
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

一
月
以
内

三
．
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

１

回

2

回

３

回

４

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
．
人

助
言
者

審査補助員

起
所
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
茸
下
、
移
送
）

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
・
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

、 4 11 38 10 128 187 1 1 2 1 2 3 196 3

I

160 32 1 192 4 1 15

備
考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

神戸地裁管内

堅） l既済人員」の「審査状況lの各柵囲 貝」の碗は．法第41条の2の銅T

処
理
区
分

畦 溢 A 目

躍 決 結 果
審査状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
・
処
分
の
不
存
在

申
立
横
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

合

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

一
年
以

内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

２

回

3

回

４

回

５

回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

狂
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
翫
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
劃
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
､ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

2 5 12 8 125 150 152 140 12 151 1 1 6

備
考

勺

、

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

■ "

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



一

～

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

神戸地裁管内
神戸第二検察審査会

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 目

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
所
猶
・
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

凸

審査打切り

申
立
て
の
取
・
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

合

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

１

回

2

I

回

３

回

４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
〆
察
官

･申

立

人

被
疑
者

証

人

助
言

者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

壷事件を含む）

審査期間
<受理の日から）

六
月
以
内

一
年
以

内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 3 17 1 3 24 1 1 2 1 1 28

j

10 17 1 28
8

傭

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳 ‘

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



〆

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

神戸地裁管内
伊丹検察審査会

玩済人員」のI審査状況」の各欄及び「未済人員Iの檀 未のZの現疋による審歪

処
理
区
分

蹴 溢 A 邑

躍 決 結 果
審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
．
訴
．
猶
子

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑

な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計．

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、
１
Ｊ
〃
〃

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

勺 申
立
権

｡

な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

今
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
・
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数
◆ ~

1

回

２

回

３

回

４

回

５
回
以
、
上

証人尋問等の実施

検
察
宮

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
､ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 1 3 4 2 2 7 2 4 1 6 1

傭
・
考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

神戸地裁管内

姫路検察審査会

『やj I腱

詮を開始した型罪件溌言

処
理
区
分
一

既 涜 人 目

議 決 結 果
審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ

の

他

小

計

審査打切り

や 6

申
立
て
の
取
下
・
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

合

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

一

ノ、

月

以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

１

回

2

回

３

回

4

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検

察

官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送
）

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

一
年
以
内

｜
年
を
超
え
る
も
の

人
員

2 6 1 9 9 1 6 2 7 2
1

備
考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳
Q

、

q

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

神戸地裁管内

座） l既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未:

処
理
区
分

唾 港 八 昼

議 決 結 果
審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起読相当

起
訴
猶
予

嫌
疑

不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、
１
Ｊ
ノ

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

〈
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

一
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

１

回

２

回

3

回

４

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助

言

者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
劃
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
､ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

備
考

、 未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

奈良地裁管内
j

生ノ I駄M ”1番錘状況」の各欄及び’未1

奈良検審第3号（検・統ろ－2） 令和5年1月5日

最高裁判所事務総局刑事局長殿 奈良検察審壷会事務局長

処
理
〃
区
分
．

畦 播 A 目

議 決 結 果
審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴

相

当

不
起
・
訴
不
当

不起訴相当

起
訴

猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送

〈
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六

月
以
内

九
月
以
内

一

年

以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

１

回

2

回

３
。
回

4

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申

立

人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
・
起
訴
相
当

申
立
劃
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以

内

年
以
内

｜
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 12 13 1 1 14 8 6 9 5
5

傭

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

一

ヴ ロ

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 ‘ 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

奈良地裁管内
奈良検察審査会

(注） 「既済人員jの「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

奈良検審第3号（検・統ろ－2） 令和5年1月5日

最高裁判所事務総局刑事局長殿 奈良検察審査会事務局長

処
理
区
分

既 済 人 目

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当●

起
訴
猶
．
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
・
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下 一

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
・
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ

の

他

小

計

移

送

合

●

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

2

回

､3

回

4

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助

言

.者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不

当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
・
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

｜
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 11 12 1 1 13 8 5 8 5
3

傭

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳 ＝

巳 抄

被疑者不明 被疑者疾病 -事案複雑 その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2） 一

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

奈良地裁管内
葛城検察審査会

圧ノ I烏
”1番五状況」の各欄及びI未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審整

葛城検審第2号（検・統ろ－2）
■ 令和5年1月4日

最高裁判所事務総局刑事局長殿 葛城検察審査会事務局長

処
理
区
分

畦 済 人 目

議 決 結 果
審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
脈
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
“
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
．
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

審査期間

(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

一
・
年
以
内

一
．
年
を
超
え
る
も
の

会謹回数

1

回

2

回

3

回

4

回

５

回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
．
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
劃
下
、
移
送
）

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）
一

ノ、

月

以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 1 1 1 1
2

備

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

‘ ｡ 0

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

大津地裁管内
集計表

呈

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。
■

､

処
理
区
分

跳 済 人 目

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
・
解
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
・
・
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送

合

計

審査期間
(受理の日から）

一
月
以

内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
．
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

２

回

3

回

４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申

立

人

被
疑
者

証
人

助

需
巨

者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
・
移
送

そ
の
他
．
（
審
査
打
切
り
､ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 6 6 9 22 1 1 23 14 8 1 13 10 5

傭

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳
〆

■● ﾛ

が
王

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

大津地裁管内

生ノ l跳珊 ”I番査状況」の各欄及びI未: 刀砺は，法第41条の2の規志に上墨寒巷

処
理
区
分

唾 轌 ハ 昼

羅 決 結 果
審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴

不
当

不起誘相当

起
訴
．
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ

の

他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権

な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送

〈
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

一
月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

２

回

３

回

４

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
劃
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
､ー

第
一
一
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

.’ 5 5 3 14 1 1 15 7 7 1 12 3
5

備
考

、 ‐

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 ・ その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

大津地裁管内

圧ノ I既済人貝jのI審査状況」の各欄図 目Iの梱は‐洪箪41冬のヮ、

処
理
区
分

● 唾 毒 八 回

露 決 結 果
審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
脈
不
・
当

不起訴相当 ．

起
斫
猶
子

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

一

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
樋
な
し

中

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

今
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
．
内

六
月
以
内

九
月
以
内

一

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会蟻回数

１

回

２

回

３
．

回

4

回

5

回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証

旬

人

助
酋
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
／
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
劃
下
、
移
送
）

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審
査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
隼
を
超
え
る
も
の

人
員

1 1 6 8 8 7 1 1 7

備

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

6

ひ グ

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

大津地裁管内

長浜検察審査会

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。6

処
理
区
分

今眺 済 人 ． 昌

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
斫
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
子

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、
今
１
Ｊ
ノ

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
樋
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送

合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

２

回

3

回

4

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
、
官

申
立
人

被
疑
者

証．

人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
解
相
当

申
立
茸
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

傭

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

和歌山地裁誉内

集計表

(注） ｢既済人員｣の｢審査状況｣の各欄及び｢未済人員｣の欄は,法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

ー

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
豚
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
櫓
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

〈
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

一
．
月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

２

回

３

回

４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証

､人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
脈
相
当

申
立
御
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
､ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 2 14 16 2 2 1 1 20 18 2 9 11
3

備
考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳
｡ ●

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

和歌山地裁管内
和歌山検察審査会

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員｣の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 目

議 決 結 ． 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
誘
相
当

不
起
酢
不
当

不起訴相当

起
訴
猶

子

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
・
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、０
Ｊ〃

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送

今
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

１

回

２

回

３

回

４
．

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検

察

官

申
立
人

被
疑
者

狂
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 2 －13 '15 2 2 1 1 19 17 2 9 10
2

備

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報
第2表令和 4年

和歌山地裁管内

正） I既済人員」のI審査状況」の各掴及
采のZの規定による審査を隣

処
理
区
分

域 溢 入 局

鑑 決 結 果
審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起誘相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
・
げ

そ
の
他

、
０
Ｊノ

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
構
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

今
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

一
・
月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

｜
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

２

回

３

回

４

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起

訴
相
当

不
起
脈
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
茸
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
､一

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 1 1 1 1
1

備

考

未済事件のうち． 審査期間が1年を超える事件の原因等内駅

タ

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 その他

(具体的に）

審査期間
及び人員


